
◎
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
法
律
第
八
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
・
衆
議
院
総
務
委
員

会

）

○
原
口
国
務
大
臣

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
及
び
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概

要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
八
月
十
一
日
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
に
関
す
る
人
事
院

勧
告
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
結

果
、
勧
告
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
、
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
に
つ
い
て
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
を
除
く
す
べ
て
の
俸
給
表
に
つ
い
て
、
初

任
給
を
中
心
と
し
た
若
年
層
を
除
き
、
俸
給
月
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
指
定
職

職
員
以
外
の
職
員
は
計
〇
・
三
五
月
分
、
指
定
職
職
員
は
計
〇
・
二
五
月

分
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

四
に
、
月
に
六
十
時
間
を
超
え
る
超
過
勤
務
に
係
る
超
過
勤
務
手
当

の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
五
十
に
引
き
上
げ
る
こ
と
等
と
し
て
お
り
ま

す
。第

五
に
、
国
家
公
務
員
の
超
過
勤
務
手
当
の
改
定
等
と
の
均
衡
を
考
慮

し
、
地
方
公
務
員
へ
の
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
か
わ
る
代
替
休
暇
に
つ

い
て
必
要
な
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
任
期
付
研
究
員
法
及
び
任
期
付
職
員
法
に
つ
い
て
必
要
な

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
施
行
期
日
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な

経
過
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

一
般
職
の
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給
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に
関
す
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律
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一
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す
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一



す
。何

と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
六
日
）

○
近
藤
昭
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
き
ま
し
て
、

総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。初

め
に
、
各
案
の
要
旨
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
本
年
八
月
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
人
事
院

勧
告
を
勧
告
ど
お
り
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
を

除
く
す
べ
て
の
俸
給
表
に
つ
い
て
初
任
給
を
中
心
と
し
た
若
年
層
を
除
き

俸
給
月
額
を
引
き
下
げ
る
改
定
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合

を
引
き
下
げ
る
改
定
、
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
の
廃
止
、
超
過
勤
務
手
当

の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
改
定
及
び
超
勤
代
休
制
度
の
新
設
等
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
の
各
案
は
、
い
ず
れ
も
、
去
る
二
十
日
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説

明
及
び
質
疑
が
行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
原
口
総
務
大
臣
か
ら

提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
二
十
日
及
び
本
日
一
括
し
て
質
疑
を

行
い
、
討
論
、
採
決
の
結
果
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、
特
別
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
国
家
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
）

○
佐
藤
泰
介
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
人
事
院
の
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告
に
か
ん
が
み
、
一
般
職

の
国
家
公
務
員
の
俸
給
月
額
、
期
末
・
勤
勉
手
当
の
改
定
、
自
宅
に
係
る

住
居
手
当
の
廃
止
、
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
及
び
超
勤
代
休

時
間
の
新
設
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
地
方

に
お
け
る
官
民
給
与
比
較
の
在
り
方
、
適
切
な
在
庁
時
間
管
理
と
超
過
勤

務
縮
減
の
必
要
性
、
給
与
削
減
が
公
務
員
の
士
気
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
質

に
及
ぼ
す
影
響
、
非
常
勤
職
員
の
処
遇
改
善
の
促
進
等
に
つ
い
て
質
疑
が

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二



行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
、
山
下
芳
生
委
員
よ
り
、
一
般
職
給
与
法
改
正
案
に
つ
い
て
反
対
す
る

旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
一
般
職
給
与
法
改
正
案
は
多
数

を
も
っ
て
、
特
別
職
給
与
法
改
正
案
及
び
育
児
休
業
法
改
正
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三


